
                                                  事 務 連 絡 

平成 19 年 3 月 1 日 

 

   都道府県 

各 市 町 村 介護保険指導監督担当主管課（室）御中 

  特 別 区 

     

厚生労働省老健局総務課 

介 護 保 険 指 導 室 

 

 

 

「報酬請求指導マニュアル」に基づく 
加算請求指導に関するＱ＆Ａについて 

 
 
介護保険制度の指導監督については、種々ご尽力いただき厚くお礼申し上げ

ます。 
さて、別添のとおり、「加算請求指導に関するＱ＆Ａ」を作成しましたので送

付いたします。 
なお、指導指針に基づく指導にあたっては、不適正なサービスを取り締まる

ことを目的としていないことに十分留意し、サービス事業者等に加算本来の意

味の十分な理解と適切な請求事務の普及となる指導をお願いします。ただし、

明らかに報酬基準等に不適合となっている場合は、是正及び不適切な部分の自

主返還についての指導をお願いします。 
 

 
 
 
 
 
 

 

                                           

（連絡先） 

厚生労働省 老健局 総務課 介護保険指導室 

担当：指導係 （内線：３９５７）          

（代表）０３－５２５３－１１１１  

（直通）０３－３５９５－２０７６  



（加算請求指導に関するＱ＆Ａ）

（問）本年、２月１９日に開催した「全国介護保険・高齢者保健福

祉担当課長会議」において説明された、介護保険施設等に対す

る介護保険法第２３条及び第２４条に基づく加算請求指導時に

おける返還指導等の取扱い如何。

（答）報酬請求指導マニュアルに基づく加算請求指導時において報酬

基準等に適合しない場合については、その実施内容を十分考慮の

上、具体的な指導として、別紙を参考に適切な対応をお願いした

い。

なお、遡及する場合の遡及期間については、従来からの取扱い

により行われたい。



（別紙）

加算請求指導時等における対応

区 分 報 酬 請 求 の 内 容 報酬上の措置等 遡 及

○ 加算報酬上の基準要件を満たし、解釈通 適切な取扱いとなる 無
知に即したサービス提供を行っているが、 よう指導
不適切な取扱いが認められる場合

○ 解釈通知に即したサービス提供を実施し取
ていないものの、加算本来の趣旨を満たし
ていないとまではいえない場合扱

い （例）指

・ 利用開始時に利用者の状態等の把握はしが
ているが、その内容が不十分

不
・ 本人及び家族への説明及び同意は得てい
るが、同意に係る説明等が不十分適

・ 多職種協働で行うべき計画書の作成が特切
定の職種のみで実施されている

導 ・ 介護支援専門員等に情報提供は行ってい
るが、その時期や内容等が不十分

・ 記録は保管されているが、記録内容が不
十分

等

○ 加算報酬上の基準要件を一つでも満たし 適切なサービスの実 有基
ていない場合 施となるよう是正指導準

の上、加算報酬上の基等
○ 解釈通知に即したサービス提供を実施し 準要件等を満たしてい不
ていないことにより加算本来の趣旨を満た ない部分について自己適
していない場合 点検の上、過誤調整に合

より返還させる

○著しく悪質で不正な請求と認められる場合（指導から監査への変更を含む）

区 分 報 酬 請 求 の 内 容 報酬上の措置等 遡 及

監 加算報酬上の基準要件を満たしていない場 法第２２条第３項に 有
合及び解釈通知に即したサービス提供が実施 基づく返還金及び加算

査 されていない場合であって、当該報酬請求の 金の徴収
内容が著しく悪質で不正な請求と認められる
場合
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